
様式第５号（第５条関係） 

変 更 契 約 調 書 

契約の相手方及び住所 

 鳥羽市鳥羽四丁目 2388-10 

 盛徳海運建設株式会社 

 代表取締役 小田 徳彦 

工 事 名 畔蛸町耐震性防火水槽新設工事 

工 事 場 所 鳥羽市 畔蛸町 地内 

工 事 種 別  工事 

変 更 工 事 概 要 

 

下記変更契約理由と同じ。 

 

当 初 契 約 年 月 日 平成２９年１２月１３日 

変 更 契 約 年 月 日 平成３０年３月２日 

当 初 工 事 期 間 平成２９年１２月１３日～平成３０年３月１２日 

変 更 後 工 事 期 間 当初工事期間どおり 

当 初 契 約 金 額 １０，０８７，２００円（税込み） 

変 更 金 額 １１８，８００円（税込み） 

変 更 後 の契 約 金 額 １０，２０６，０００円（税込み） 

変 更 契 約 理 由 

当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更する

ものとする。 

 

 防火水槽土工事において、既設舗装の解体を行ったところ、既設

取合部に老朽化、不陸部分等があることから舗装復旧範囲の見直し

による変更を行う。 

 給水配管工事において、既設水道本管の位置が水道･給水配管図の

位置と異なった事から、配管状況等に合わせて変更する。 

 


